
別紙１ 事業スキーム図

※ 火葬炉企業、維持管理企業、火葬炉運転企業、運営企業は、必ずSPCへ出資するものとし、
設計企業、建設企業、火葬炉企業、解体企業においてはSPCへの出資は任意とする。

※SPCの設立は任意とする

会津若松市

基本契約

SPC（運営事業者）

設計企業

建設企業

火葬炉企業

維持管理企業

火葬炉運転企業

運営企業

施設整備JV

設計・建設工事請負契約 指定管理者基本協定

出資 委託契約

■SPCを設立しない場合

解体企業

火葬炉企業

維持管理企業

火葬炉運転企業

運営企業

火葬炉企業

稼働準備業務委託契約

■SPCを設立する場合（パターンA）

稼働準備業務受託者

事業者

事業契約

会津若松市

基本契約

SPC（運営事業者 兼 稼働準備業務委託業者）

設計企業

建設企業

火葬炉企業

維持管理企業

火葬炉運転企業

運営企業

施設整備JV

設計・建設工事請負契約 指定管理者基本協定

出資 委託契約

解体企業

火葬炉企業

稼働準備業務委託契約

事業者

会津若松市

基本契約

設計企業

建設企業

火葬炉企業

施設整備JV

設計・建設工事請負契約 指定管理者基本協定

解体企業

維持管理企業

火葬炉運転企業

運営企業

火葬炉企業

稼働準備業務委託契約

稼働準備業務受託者

事業者

維持管理企業

火葬炉運転企業

運営企業

火葬炉企業

運営JV（運営事業者）

事業契約

事業契約

出資

出資

■SPCを設立する場合（パターンB）
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